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○
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行
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(
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○
青
森
県
県
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住
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理
人
に
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す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

建
築
住
宅
課)

…

�

規

則

青
森
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
事
務
吏
員
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
事
務
吏
員
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
事
務
吏
員
を
定
め
る
規
則

(

平
成
十
五
年
六
月
青
森
県

規
則
第
五
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

青
森
県
部
等
設
置
条
例｣

を

｢

青
森
県
部
設
置
条
例｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

第
二
十
六
条｣

を

｢

第
二
十
七
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
中

｢
第
二
十
五
条
第
六
号｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
六
号｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

第

二
十
五
条
第
二
号｣
を｢

第
二
十
六
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
二
十
五
条
第
三
号｣

を｢

第
二
十
六
条
第
三
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
に
基
づ
く
事
務)

第
二
条

特
例
条
例
第
十
九
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
青
森
県
県
営
住
宅
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
十

二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規

則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
青
森
県
県
営
住
宅
規
則

(

昭
和
三
十
七

年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
。
以
下

｢
県
営
住
宅
規
則｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事

務
と
す
る
。

一

県
営
住
宅
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
保
証
人
住
所
等
変
更
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
営
住
宅
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
及
び
所
得
証
明
書
の
徴
収
に
関
す
る

こ
と
。

三

県
営
住
宅
規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
不
在
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

県
営
住
宅
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
異
動
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

県
営
住
宅
規
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
利
用
変
更
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

県
営
住
宅
規
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
届
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
九
年
十

月
青
森
県
規
則
第
七
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
号
及
び
第
十
一
条
中

｢

登
記
簿
の
謄
本｣

を

｢

登
記
事
項
証
明
書｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
、
第
五
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中

｢登
記
簿
の
謄

本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

第
三
十
二
条
第
三
項｣

を

｢

第
四
十
一
条
第
三
項｣

に
、｢

第
三
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢

第
三
十
七
条
第
二
項｣

を

｢

第
四
十
六
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

第
四
十
九
条｣

を

｢

第
五
十
九
条｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
中

｢

訂
正
等
の
請
求｣

を

｢

訂
正
請
求｣

に
、｢

訂
正
等
の
決
定｣

を

｢

訂
正
決
定
等｣

に
改
め
、
同

号
ハ
及
び
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
利
用
停
止
決
定
等
の
状
況

ニ

開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
及
び
利
用
停
止
決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
件
数
並

び
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
裁
決
又
は
決
定
の
状
況

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。
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平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
一
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
五

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を

｢
(

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
十
四
条
第
一

項｣

を

｢

第
十
五
条
第
一
項｣
に
、｢
個
人
情
報
開
示
請
求
書｣

を

｢

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

第
十
四
条
第
二
項｣
を

｢

第
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
十
七
条
第
四
項
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
二
十
七
条
第
五
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
四
項
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項｣

に
、

｢

第
十
四
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
十
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
八
条
第
一
項｣
に
改
め
、
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号

を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
実
施
機
関
が
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

開
示
請
求
の
年
月
日

二

条
例
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
の
適
用
の
区
分
及
び
当
該
規
定
を
適
用

す
る
理
由

三

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
五
条
の
見
出
し
中

｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

個
人
情

報
に｣

を

｢

保
有
個
人
情
報
に｣

に
、｢

第
十
七
条
第
一
項
第
三
号｣

を

｢

第
十
九
条
第
一
項
第
三

号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
中

｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情

報｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

を｢

第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
、｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個

人
情
報｣

に
、｢

第
十
五
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

第
十
七
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
三
項｣

に
、｢

個
人
情
報｣

を

｢

保

有
個
人
情
報｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
十
七
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
二
項｣

に
、

｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
、｢

第
十
五
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
四
項｣

に
改

め
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

第
十
八
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報｣

を

｢

保

有
個
人
情
報｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
十
八
条
第
二
項｣

を

｢

第
二
十
条
第
二
項｣

に
改
め

る
。第

八
条
の
見
出
し
を

｢(

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書)｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
二
十
三
条
第
一

項｣

を

｢

第
二
十
七
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報
訂
正
等
請
求
書｣

を

｢

保
有
個
人
情
報
訂
正
請

求
書｣

に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を

｢(

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書)｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
二
十
七
条

第
二
項｣

を

｢

第
三
十
三
条
第
一
項｣

に
、｢

個
人
情
報
是
正
申
出
書｣

を

｢

保
有
個
人
情
報
利
用

停
止
請
求
書｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中

｢

第
二
十
九
条｣

を

｢

第
三
十
九
条｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中

｢個
人
情
報
開
示
請
求
書
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
｣

に
、｢第

13条

第
１
項
｣

を

｢第
14条

第
１
項
｣

に
、｢個

人
情
報
の
開
示
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
の
開
示
｣

に
、

｢個
人
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の

名
称
そ
の
他
の
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
特
定
す
る
に
足
り
る
｣

に
、｢個

人
情
報
の
内

容
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
の
内
容
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中

｢提
出
し
､
又
は
提
示
し
て
｣

を

｢提
示
し
､
又
は
提
出
し
て
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中

｢個
人
情
報
の
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
の
｣

に
、｢第

17条
第
３
項
｣

を

｢第
19

条
第
３
項
｣

に
、｢個

人
情
報
に
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
に
｣

に
、｢申

し
出
る
個
人
情
報
｣

を

｢申

し
出
る
保
有
個
人
情
報
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中

｢提
出
し
､
又
は
提
示
し
て
｣

を

｢提
示
し
､

又
は
提
出
し
て
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢個
人
情
報
訂
正
等
請
求
書
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
｣

に
、｢第

22

条
第
１
項
｣

を

｢第
26条

第
１
項
｣

に
、｢個

人
情
報
の
訂
正
等
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
の
訂
正
｣

に
、｢訂

正
等
の
請
求
に
係
る
個
人
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
｣

を

｢訂
正
請
求
に
係
る
保

有
個
人
情
報
を
特
定
す
る
に
足
り
る
｣

に
、｢個

人
情
報
の
内
容
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
の
内
容
｣

に
、｢訂

正
等
を
求
め
る
箇
所
及
び
内
容
｣

を

｢訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
｣

に
改
め
、
同
様
式

の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
(運
転
免
許
証
､
旅
券
等
)
を
提
示
し
､
又

は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
訂
正
を
求
め
る
内
容
が
事
実
に
合
致
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
が
あ
る
場
合
は
､
当
該

書
類
等
を
提
示
し
､
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
｡

３
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
は
､
１
及
び
２
の
書
類
等
の
ほ
か
､
法
定
代
理
人
で
あ
る

青 森 県 報������	
�� �� 号外第25号�� �



� �
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
(戸
籍
謄
本
等
)
を
提
示
し
､
又
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
｡

｢
第
四
号
様
式
中

｢個
人
情
報
是
正
申
出
書
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
｣

に
、

｢
を

に
、｢申

し
出
る
場
合
に
は
､
次
｣

を｢請
求
す
る
場
合
に
は
､
次
｣

に
、

｣
｣

｢第
27条

第
１
項
｣

を
｢第
32条

第
１
項
｣

に
、｢個

人
情
報
の
取
扱
い
の
是
正
を
申
し
出
ま
す
｣

を

｢保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
請
求
し
ま
す
｣

に
、｢是

正
の
申
出
に
係
る
個
人
情
報
を
特
定

す
る
た
め
に
必
要
な
｣

を

｢利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
特
定
す
る
に
足
り
る
｣

に
、

｢申
出
に
係
る
個
人
情
報
の
｣

を

｢請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
｣

に
、｢是

正
を
求
め
る
個
人

情
報
の
取
扱
い
及
び
内
容
｣

を

｢利
用
停
止
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１

中

｢申
出
者
本
人
｣

を

｢請
求
者
本
人
｣

に
、｢提

出
し
､
又
は
提
示
し
て
｣

を

｢提
示
し
､
又
は

提
出
し
て
｣

に
改
め
、
同
注
の
２
中

｢申
し
出
る
｣

を
｢請
求
す
る
｣

に
、｢提
出
し
､
又
は
提
示

し
て
｣

を

｢提
示
し
､
又
は
提
出
し
て
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
舎
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
公
舎
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
舎
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

別
表｣

を

｢

別
表
第
一｣

に
改
め
る
。

第
九
条
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
舎
の
家
屋
又
は
家
屋
の
部
分
が
建
築
後
別
表
第
二
の
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
を
経
過
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
表
の
構
造
並
び
に
公

舎
の
所
在
地
及
び
年
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
経
過
す
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年

度
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
金
額
の
欄
に
定
め
る
金
額

(

当
該
公
舎
の
延
べ
面
積

(

公
舎
の
う
ち

家
屋
の
延
べ
面
積

(

家
屋
の
部
分
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
専
用
部
分
の
床
面
積
を
合
計

し
た
面
積)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
区
分
に
応
じ
た
金
額
を
い
う
。)

を
、
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
基
準
入
居
料
の
額

(

以
下

｢

基
準
入
居
料
の
額｣

と
い
う
。)

か
ら
控
除
し
て
基
準
入

居
料
の
額
に
調
整
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、｢

第
九
条
又
は｣

を
削
り
、
同
条

を
第
十
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
を
削
る
。

第
十
六
条
の
表
中

｢

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長
、｣

を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
号
�
中

｢

西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長｣

を

｢

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長｣

に
改

め
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二

(

第
九
条
関
係)

青 森 県 報平成17年３月25日 金曜日 号外第25号 �

金

額

構

造
公
舎
の
所
在
地
年

数
五
十
五
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満

五
十
五
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
七

十
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満

七
十
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
八
十

平
方
メ
ー
ト
ル

未
満

八
十
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
百
平

方
メ
ー
ト
ル
未

満

百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上

木

造
甲
地
及
び
乙
地

(

条
例
第
五
条

第
二
項
の
表
に

規
定
す
る
甲
地

及
び
乙
地
を
い

う
。
以
下
同

じ
。)

五

年

十

年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

百
六
円

百
七
十
円

二
百
七
円

二
百
五
十
円

二
百
七
十
九
円

二
百
八
十
六
円

百
三
十
二
円

二
百
八
円

二
百
五
十
五
円

三
百
十
三
円

三
百
四
十
四
円

三
百
六
十
八
円

百
五
十
二
円

二
百
四
十
一
円

二
百
九
十
三
円

三
百
六
十
三
円

四
百
五
円

四
百
四
十
六
円

百
八
十
円

二
百
八
十
六
円

三
百
五
十
円

四
百
三
十
二
円

四
百
八
十
九
円

五
百
三
十
八
円

二
百
二
十
六
円

三
百
六
十
二
円

四
百
四
十
一
円

五
百
五
十
四
円

六
百
十
二
円

六
百
七
十
五
円

そ
の
他
の
地
域

(

条
例
第
五
条

第
二
項
の
表
に

規
定
す
る
そ
の

他
の
地
域
を
い

う
。
以
下
同

じ
。)

五

年

十

年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

百
六
円

百
六
十
九
円

二
百
六
円

二
百
四
十
八
円

二
百
七
十
六
円

二
百
八
十
三
円

百
三
十
二
円

二
百
七
円

二
百
五
十
三
円

三
百
十
一
円

三
百
四
十
一
円

三
百
六
十
四
円

百
五
十
一
円

二
百
四
十
円

二
百
九
十
二
円

三
百
六
十
一
円

四
百
三
円

四
百
四
十
三
円

百
七
十
九
円

二
百
八
十
五
円

三
百
四
十
八
円

四
百
二
十
九
円

四
百
八
十
六
円

五
百
三
十
四
円

二
百
二
十
六
円

三
百
六
十
円

四
百
四
十
円

五
百
五
十
二
円

六
百
九
円

六
百
七
十
一
円

甲
地
及
び
乙
地

五

年

十

年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

七
十
二
円

百
三
十
円

百
六
十
九
円

百
九
十
七
円

二
百
十
四
円

二
百
三
十
四
円

二
百
四
十
三
円

八
十
九
円

百
六
十
円

二
百
八
円

二
百
四
十
三
円

二
百
六
十
三
円

二
百
八
十
七
円

二
百
九
十
九
円

百
二
円

百
八
十
三
円

二
百
三
十
九
円

二
百
八
十
円

三
百
二
円

三
百
三
十
円

三
百
四
十
四
円

百
二
十
一
円

二
百
十
九
円

二
百
八
十
四
円

三
百
三
十
二
円

三
百
六
十
円

三
百
九
十
二
円

四
百
九
円

百
五
十
三
円

二
百
七
十
七
円

三
百
五
十
九
円

四
百
二
十
円

四
百
五
十
五
円

四
百
九
十
六
円

五
百
十
七
円

組
積
造

五

年

七
十
二
円

八
十
九
円

百
二
円

百
二
十
一
円

百
五
十
三
円

� �

申

申
出
者

請
求
者
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第
七
号
様
式
中

｢第
17条
｣

を

｢第
14条
｣

に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中

｢第
20条
｣

を

｢第
17条
｣

に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中

｢第
21条
｣

を

｢第
18条
｣

に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中

｢第
22条
｣

を

｢第
19条
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
、
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長
が
行
っ
た
承
認
そ
の
他
の

行
為
又
は
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長
に
対
し
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
西
北
地
方
農

林
水
産
事
務
所
長
が
行
っ
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長
に
対
し
て

行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
四
号

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則

(

平
成
七
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中

｢
(教
示
)

こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

を

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
｡

｣

｢
(教
示
)こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
｡

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て

(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

に

な
お
､
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す

る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
､

①
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
50日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
､
②
決
定
､
決

定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要

が
あ
る
と
き
､
③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
､

裁
決
を
経
な
い
で
も
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中

｢
(教
示
)
こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
決
定
の
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
０
日
以
内
に
､
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

｢
(教
示
)こ
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
｡

こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て

(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

に

な
お
､
こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
決
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す

る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
､

①
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
50日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
､
②
決
定
､
決

定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要

青 森 県 報������	
�� �� 号外第25号�

そ
の
他
の
地
域

十

年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

百
三
十
円

百
六
十
八
円

百
九
十
六
円

二
百
十
二
円

二
百
三
十
二
円

二
百
四
十
二
円

百
五
十
九
円

二
百
七
円

二
百
四
十
二
円

二
百
六
十
二
円

二
百
八
十
六
円

二
百
九
十
八
円

百
八
十
三
円

二
百
三
十
八
円

二
百
七
十
九
円

三
百
二
円

三
百
二
十
九
円

三
百
四
十
三
円

二
百
十
八
円

二
百
八
十
四
円

三
百
三
十
一
円

三
百
五
十
九
円

三
百
九
十
円

四
百
八
円

二
百
七
十
六
円

三
百
五
十
八
円

四
百
十
九
円

四
百
五
十
四
円

四
百
九
十
五
円

五
百
十
六
円

鉄
骨
鉄

筋
コ
ン

ク
リ
ー

ト
造
及

び
鉄
筋

コ
ン
ク

リ
ー
ト

造

全
地
域

五

年

十

年

十
五
年

二
十
年

二
十
五
年

三
十
年

三
十
五
年

四
十
年

四
十
五
年

五
十
年

五
十
四
円

九
十
七
円

百
三
十
一
円

百
五
十
七
円

百
七
十
七
円

百
九
十
四
円

二
百
六
円

二
百
十
六
円

二
百
二
十
二
円

二
百
五
十
一
円

六
十
七
円

百
十
九
円

百
六
十
円

百
九
十
三
円

二
百
十
八
円

二
百
三
十
八
円

二
百
五
十
三
円

二
百
六
十
五
円

二
百
七
十
二
円

三
百
九
円

七
十
七
円

百
三
十
七
円

百
八
十
四
円

二
百
二
十
一
円

二
百
五
十
円

二
百
七
十
三
円

二
百
九
十
一
円

三
百
五
円

三
百
十
三
円

三
百
五
十
五
円

九
十
一
円

百
六
十
三
円

二
百
十
九
円

二
百
六
十
三
円

二
百
九
十
七
円

三
百
二
十
四
円

三
百
四
十
五
円

三
百
六
十
二
円

三
百
七
十
一
円

四
百
二
十
一
円

百
十
五
円

二
百
六
円

二
百
七
十
七
円

三
百
三
十
三
円

三
百
七
十
六
円

四
百
十
円

四
百
三
十
七
円

四
百
五
十
八
円

四
百
七
十
円

五
百
三
十
三
円

� �



� �
が
あ
る
と
き
､
③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
､

裁
決
を
経
な
い
で
も
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中

｢登
記
簿
の
写
し
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
五
号

青
森
県
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

青
森
県
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

平
成
四
年
二
月
青

森
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
注
中

｢登
記
簿
謄
本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
注
中

｢登
記
簿
抄
本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
そ
の
二
の
注
及
び
そ
の
三
の
注
中

｢登
記
簿
の
謄
本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
保
育
士
試
験
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
六
号

青
森
県
保
育
士
試
験
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
保
育
士
試
験
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
九
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
第
六
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

登
記
事
項
証
明
書

第
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第

一
項
中

｢

第
三
条
第
三
項
第
七
号｣

を

｢

第
三
条
第
三
項
第
八
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
三
条
第
三
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

委
託
手
数
料
の
徴
収
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二

委
託
手
数
料
の
額
の
決
定
に
関
す
る
事
項

三

委
託
手
数
料
の
額
の
周
知
に
関
す
る
事
項

第
四
条
第
三
号
中

｢

前
条
第
四
項
第
一
号｣

を

｢

前
条
第
五
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号

中
｢

前
条
第
四
項
第
六
号｣

を

｢

前
条
第
五
項
第
六
号｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢

前
条
第
四
項

第
七
号｣
を

｢

前
条
第
五
項
第
七
号｣

に
改
め
る
。

第
十
条
を
削
り
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢第
16条
｣

を

｢第
15条
｣

に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
中

｢第
17条
｣

を

｢第
16条
｣

に
改
め
る
。

附

則

青 森 県 報平成17年３月25日 金曜日 号外第25号 �� �
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
に
第
一
項
と
し
て
一
項
を
加
え
る

改
正
規
定

(

同
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
八
号

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
つ
い
て｣

を

｢

第
六
条

第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
九
条
並
び
に
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関

す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
酪
農
振
興
セ
ン

タ
ー
の
管
理
に
関
し｣

に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
八
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、

当
該
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務

二

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

三

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

四

酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

第
一
号
様
式
中

｢第
６
条
｣

を

｢第
５
条
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中

｢第
７
条
｣

を

｢第
６
条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
及
び
本

則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
五
年
七
月
青
森
県
規
則
第
五

十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
１
の
�
中

｢都
市
計
画
区
域
に
｣

を

｢公
示
区
域
に
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青 森 県 報������	
�� �� 号外第25号�� �

賃
料
評
価

価
格
評
価

都
市
計
画
区
域

価
格
評
価
及
び

賃
料
評
価
の
別

市
街
化
区
域
市

街
化

調
整
区
域
そ
の
他
の

都
市
計
画
区
域

計

賃
料
評
価

価
格
評
価

公
示
区
域

価
格
評
価
及
び

賃
料
評
価
の
別

市
街
化
区
域
市
街
化

調
整
区
域
そ
の
他
の

都
市
計
画
区
域
都
市
計
画

区
域
外
の
区
域

計



� �

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
県
営
住
宅
管
理
人
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
県
営
住
宅
管
理
人
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
県
営
住
宅
管
理
人
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
桜
町
団
地
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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